
国保連請求事務（請求誤りの事例）

１．例月多発している国保連請求の警告・エラー

２．日中支援加算について

３．福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について

４．計画相談支援費の請求について

令和４年度障害福祉サービス等に関する事業所説明会資料

障害者施策課認定・給付係
令和５年３月

1



１．例月多発している国保連請求の警告・エラー

例月多発している障害福祉サービス等の請求に係る警告・エラーについて、
その請求事例を紹介します。

警告・エラーについては、最新の受給者証の確認や、事業所間の調整等により
防止可能な警告・エラーです。

各事業所におかれましては、本資料を参考にしていただき、請求の過誤の防止、
適正な請求事務に努めていただきますようお願いいたします。
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１．例月多発している国保連請求の警告・エラー（重複１／３）

【警告・エラー内容】他の○○サービスと実績記録票のサービス提供時間が重複しています。

・・・同日・同時間帯に重複できないサービスの請求が上がっています。

（例①）居宅介護と行動援護

2日（火）居宅介護：11時～13時
行動援護：10時～12時

11時～12時【1時間重複】
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（例②）児童発達支援と児童発達支援

2日（火）児童発達支援：10時～17時
児童発達支援：10時～17時

【1日重複】

１．例月多発している国保連請求の警告・エラー（重複２／３）
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【対応方法】

・個別支援計画及び実績に基づき、実績記録票をご提出ください。

・日中活動系サービスにおいて、利用者が遅刻、早退、中抜けした場合は、
備考欄にその旨をご記入ください。（図１）

10－12 中抜け

（図１）生活介護と行動援護

１．例月多発している国保連請求の警告・エラー（重複３／３）
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１．例月多発している国保連請求の警告・エラー（支給量オーバー１／２）

【警告・エラー内容】請求明細書のサービス提供量が受給者台帳の「決定支給量」を超えています。

・・・各事業所がサービスを行った合計時間数・日数が、受給者証に記載している決定支給量を超えています。

（例）重度訪問介護

【サービス提供量】
Ａ事業所：144時間
Ｂ事業所：20時間
Ｃ事業所：32時間
Ｄ事業所：578.5時間

計774.5時間
5.5時間支給量オーバー

【サービス提供量】774.5時間 ー【決定支給量】769時間

【決定支給量】

769時間

Ａ事業所

Ｂ事業所

Ｃ事業所

Ｄ事業所
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・「決定支給量」を超えた分は請求できません。
受給者証の「（二）支給（給付）決定内容」で、
各サービスの「決定支給量」をご確認ください。
（図２）

・複数事業所をご利用の場合は、事前に事業所間
で提供量をご確認ください。

・個別支援計画及び実績に基づき、ご請求ください。
個別支援計画と実績が異なる場合、計画の見直し
を行ってください。

（図２）受給者証「（二）支給（給付）決定内容」

１．例月多発している国保連請求の警告・エラー（支給量オーバー２／２）

【対応方法】
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【警告・エラー内容】「決定利用者負担額」が受給者台帳の「利用者負担上限月額」を超えています。

・・・利用者負担額の合計が、受給者証に記載のある「利用者負担上限月額」を超えています。

１．例月多発している国保連請求の警告・エラー（利用者負担額１／２ ）

（例）

【決定利用者負担額】
Ａ事業所：4,366円
Ｂ事業所：5,820円

【利用者負担上限月額】

9,300円

【利用者負担額超過分】886円
【決定利用者負担額】 【利用者負担上限月額】

10,186円（①の合計）ー 9,300円（②）計10,186円

Ｂ事業所Ａ事業所

①

②

①

②

①の合計
②
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・「負担上限月額」を超えた分は利用者に
請求できません。受給者証の「利用者負担
に関する事項」をご確認ください。
（図３）

・上限額管理事業所が設定されている場合は、
上限額管理結果票に基づき、ご請求ください。

（図３）受給者証「利用者負担に関する事項」

１．例月多発している国保連請求の警告・エラー（利用者負担額２／２ ）

【対応方法】
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１．例月多発している国保連請求の警告・エラー
（放課後等デイサービス１／３ ）

【警告・エラー内容】「開始時間」と「終了時間」から算出した時間数が３０分以下の明細が存在しています。

・・・放課後等デイサービスにおいて、３０分以下で請求が上がっています。

（例）

５日（火）15:30～16:00

【提供時間】30分
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・放課後等デイサービスの実績において、基本的には30分以下の支援は1回に数えません。

・コロナウイルスの代替支援により30分以下の実績が存在した場合は、実績記録表の備考欄に代替支援
である旨を記載し（図４）、代替的サービスの提供記録（東京都の様式）に利用者の状態と支援内容
等記載の上、杉並区へご提出ください。（図５）詳細は、東京都障害者サービス情報をご覧ください。

・児童の急病等により30分以下の提供となった場合、基本報酬ではなく、欠席時対応加算（Ⅱ）を算定
します。（図４）

１．例月多発している国保連請求の警告・エラー
（放課後等デイサービス２／３ ）

【対応方法】

東京都障害者サービス情報
→ 書式ライブラリー
→Ａ【児童福祉法に基づく障害児施設】指定申請書・変更届等
→ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る事業所の対応について
→ 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための障害児通所支援事業所の対応について
→ ０２＿（都独自様式）新型コロナウイルス感染症に関連した代替的サービスの提供記録
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（図５）代替的サービスの提供記録

１．例月多発している国保連請求の警告・エラー
（放課後等デイサービス３／３ ）

（図４）放課後等デイサービス提供実績記録票

12日（火）児童の急病等による３０分以下のサービス提供
→ 「欠席時対応加算（Ⅱ）」を算定

５日（火）代替支援による３０分以下のサービス提供 → 備考欄に記載
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２．日中支援加算について（日中支援加算（Ⅰ）１／３）

（中央法規「障害者総合支援法事業者ハンドブック報酬編2022 P.684～より」）
高齢又は重度の障害者（65歳以上又は障害支援区分４以上の障害者をいう。）であって日中を

共同生活住居外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は
外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合に、日中支援対象者の
数に応じ、１日つき所定単位数を加算する。
ただし、指定共同生活援助事業者にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和
23年法律第178号）に規定する休日に支援を行った場合については、この加算を算定しない。

＜日中支援加算（Ⅰ）＞

共同生活援助の日中支援加算の算定について、算定要件の誤りによる請求事例が多く見られます。
算定要件をご確認の上、ご請求ください。
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要件① 65歳以上又は障害支援区分４以上の方
要件② 日中に外出するのが困難な方

・区分が４以上だけではなく、日中に外出ができないことも同時に必要な条件
・個別支援計画に位置付けた支援であること
・支援するための人員を加配しなければならない
・土曜日、日曜日、国民の祝日については支援を行っても、加算の算定はできない

２．日中支援加算について（日中支援加算（Ⅰ）２／３）

【対象者】

要件①②どちらも該当する方に対して支援を行った時

【ポイント】
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(平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ＆A 問27)

Ｑ 週に２日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても、日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。

Ａ 設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別
支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が可能である。

日中支援加算（Ⅰ）について、週２日、火・水のみ通所している利用者が通所していない
月・水・金に日中に支援を行った場合に、「日中に外出するのが困難な方」ととらえ、
算定できるか。

⇒算定できる。週２日の通所という条件で通所サービスの利用を開始し、他の日は共同生活
住居で日中に支援を受けている場合、「日中に外出するのが困難な方」ととらえ、
日中支援加算（Ⅰ）を算定できる。
注意点として、この方が通所予定日に心身の状況等により通所を欠席し、共同生活住居で
日中の支援を受けた場合は、日中支援加算（Ⅱ）となる。

２．日中支援加算について（日中支援加算（Ⅰ）３／３）

【Ｑ&Ａ】

(例)
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＜日中支援加算（Ⅱ）＞

（中央法規「障害者総合支援法事業者ハンドブック報酬編2022 P.684～より」）
指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所（区分２以下に該当する

利用者に限る。）又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の
状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに
、当該利用者に対して日中に支援を行った場合であって、当該支援を行った日が１月につき２日を
超える場合に、当該２日を超える期間について、１日につき所定単位数を加算する。

要件① 日中活動サービスの支給決定を受けている方
要件② 地域活動支援センター／通所介護やリハビリ／精神科ショートケアの利用者
要件③ 就労している利用者

２．日中支援加算について（日中支援加算（Ⅱ）１／４）

【対象者】

要件①②③のいずれかの方が心身の状況等によりそれらのサービスを利用することができない
ときに、日中に必要な支援を行った日が月に３日以上ある時
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生活介護／自立訓練／就労移行支援／就労継続支援／就労定着支援／療養介護／地域活動支援センター
／通所介護(介護保険)／通所リハビリテーション(介護保険)／地域密着型通所介護(介護保険)／第１号通
所事業のうち従前の介護予防通所介護に相当するもの(介護保険)／介護予防通所リハビリテーション(介
護保険)／精神科ショート・ケア／精神科デイ・ケア／精神科デイ・ナイト・ケア／勤務先(会社、販売
店、工場など)

２．日中支援加算について（日中支援加算（Ⅱ）２／４）

・障害支援区分に関係なく加算を算定することができる
・日中の活動が予め決められていて、何らかの理由で日中活動ができないことの記録を残すこと
・支援するための人員を加配しなければならない
・加算対象は３日目から

※日中活動サービスとは

【ポイント】
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(平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ＆A 問29)

Ｑ 日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て（３日目以降)算定してよいか。

Ａ 心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に
限り算定することができる。

(平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ＆A 問31)

Ｑ 日中支援加算(Ⅱ)について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者に
ついては算定できないのか。

Ａ 算定できない。心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、
利用できなくなった日に限り算定することができる。

２．日中支援加算について（日中支援加算（Ⅱ）３／４）

【Ｑ&Ａ】
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70歳（障害支援区分５）の方が通院のため通所先を欠席し、ＧＨで日中支援を行った。高齢かつ
重度の障害の方で一人では外出できないので「日中支援加算Ⅰ」を算定したい。

⇒高齢かつ重度の障害支援区分の方ではあるが、通所予定日の欠席は「日中支援加算Ⅱ」となる
（ひと月につき２日を超える場合（加算対象は３日目から））。

(例)

２．日中支援加算について（日中支援加算（Ⅱ）4／４）
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３．福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について（１／２）

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19 日閣議決定）を踏まえ、
令和４年 10 月以降について、福祉・介護職員の収入を３％程度（月額 9,000 円相当）引き上げる
ための措置を講じるため、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算（以下「ベースアップ等支援
加算」）が創設されました。

【概要】

【対象事業所】

福祉・介護職員処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定している事業所
（ベースアップ等支援加算と同時に福祉・介護職員処遇改善加算に係る計画書を提出し、

算定される場合を含む）
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東京都障害者サービス情報→書式ライブラリー→Ｂ処遇改善（特別）加算等に係る様式類
→令和○年度福祉・介護職員処遇改善加算・ベースアップ等支援加算等

ベースアップ等支援加算を算定するには、東京都への届出が必要です。
詳細は、「東京都障害者サービス情報」をご覧ください。
なお、令和４年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を申請されている事業者についても、
令和４年10月以降に加算を算定しようとする場合、改めて計画書の提出が必要です 。

【提出書類】

３．福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について（２／２）
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（１）初回加算の算定について

要件① 新規にサービス等利用計画を作成する場合

要件② 障害福祉サービス等を利用する月の前６か月間において障害福祉サービス及び地域相談支援

を利用していない場合

※相談支援事業所の変更で間隔を６か月間空けることなく引き継いだ場合は、要件②を満たし

ませんのでご注意ください。

要件③ 指定計画相談に係る契約日からサービス等利用計画案を交付した日までの期間が３か月を超

える場合であって、３か月を経過する日以後に月２回以上、利用者の居宅等に訪問し面接を
行った場合

４．計画相談支援費の請求について

要件①②③のいずれかの要件に該当する場合に算定できます。
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（２）モニタリングの請求について（１／３）

（例１）就労移行支援を利用していた利用者の就職先が決まり、モニタリング予定月より前に
最終モニタリングを行った場合

（例２）利用者本人がモニタリング日に体調を崩し翌月に延期になった。利用者本人都合により

モニタリング予定月が変更になった場合

４．計画相談支援費の請求について

モニタリング実施予定月ではない月にモニタリングを実施し、請求を行う事例が多く見られます。
受給者証の「モニタリング期間欄」に記載している、「モニタリング実施予定月」に実施し、
請求してください。

○モニタリング実施予定月の追加・変更例

利用者の状況に応じてモニタリング実施予定月を追加・変更できます。

モニタリング実施予定月を追加・変更する場合
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○モニタリング実施予定月を 追加 する場合の手続き

４．計画相談支援費の請求について

（２）モニタリングの請求について（２／３）

モニタリング実施予定月を追加（モニタリング頻度の変更）する場合、事前に「障害福祉
サービス係へ」の連絡と書類の提出が必要です。

【モニタリング月の追加が必要な場合の提出書類】
・モニタリング期間確認票

杉並区公式ホームページ → 障害者生活支援サイトのーまらいふ杉並 → その他の支援
→ 事業者の方へ（請求事務等）→ サービス等利計画・モニタリング票等書式
→ (書式）モニタリング期間確認票
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○モニタリング実施予定月を 変更 する場合の手続き

４．計画相談支援費の請求について

（２）モニタリングの請求について（３／３）

モニタリング実施予定月を変更する場合、事前に「障害福祉サービス係」への連絡が必要です。

※事前にモニタリング実施予定月の変更の連絡や追加の手続きが無く、モニタリングの請求を
行った場合、請求を返戻（取り下げ）とし、手続き後に再請求していただくこととなりますの
でご注意ください。

【提出先】
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番１号

杉並区役所 障害者施策課 障害福祉サービス係

電話：03-3312-2111
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